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目的

.資源集団回収の

古紙の持ち去り行
為を防止する。
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方策

圃条例(※)を改正し、

.資源物の持ち去り行為に対
して罰則を設け、

圃抑止力を高める。
※横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

横浜市の古紙回収方法(現在)
(行政から見た場合)

行政回収

直営 民間委託
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横浜市の古紙回収方法(現在)
(市民から見た場合)

資
源
集
団
回
収
の
み
の
地
域
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横浜市が描く将来像

.横浜市中期4カ年計画

.第5章基本政策4 施策33 目標達成に向
けた主な事業4r資源集団回収の推進J:資
源集団回収による古紙回収率1000/0

圃横浜市一般廃棄物処理計画(ヨコハマ3R
夢プラン)

・(3)家庭系ごみ対策地域コミュニティの支援
資源集団回収未実施地域への働きかけ(資
源集団回収による古紙回収率100%)
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横浜市の古紙回収方法(将来)

横浜市の古紙回収方法(将来)
(市民から見た場合)

資源集団回収のみの地域
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関係する法令

.廃棄物の処理及び清掃に関する法律

.横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処
理等に関する条例

.横浜市一般廃棄物処理基本計画

圃横浜市一般廃棄物処理実施計画

.横浜市資源集団回収実施団体奨励金交付要綱

.横浜市資源集団回収資源回収業者奨励金交付
要綱

政策提案

1. 登録事業者以外の資源物回収禁止

2. 違反者に対し禁止命令を市が発令

3. 禁止命令に対する違反者は罰金(※)

※禁止命令が発令されたにもかかわらず

持ち去りを行った場合、警察が検挙、検
察が起訴、裁判により賦課。
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条例改正内容(流山モデル)

• r資源物Jr集団回収」の定義を設ける

• r資源物の持ち去り禁止j追加

圃「持ち去りの禁止命令」追加

• r罰則IJJ追加

• r両罰規定」を追加

罰金 vs過料

• r罰金」とする。

• r過料」では刑事罰とならず、
抑止力が弱い。
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• r過料Jを科す行為に警察は関
与しない。市単独で対応するこ
とに無理がある。
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条例制定 vs条例改正

• r条例改正」とする。

.他自治体において改正で対応した実績が
ある。

圃集団回収は廃棄物減量化の取り組みであ

るので、同一条例で整理する方が整理が
しやすい。

罰則規定の対象

.集団回収 vs行政回収

.集団回収・行政回収の双方を含む

圃→市民に混乱のないように

圃古紙 vs資源物全般

.資源物全般を対象
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.→減量化・資源化の取り組みを促進するため
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市民意見収集の方法

.条例制定プロセスとして市民意見を集める。

圃実施団体へのアンケートを実施。

圃局が保有する実施団体リストを活用0

.方法の詳細は早急に検討。

課題(条例制定過程)

.警察との協議

.検察との協議
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課題(条例制定後)

.資源物の集積場所、
回収場所の明記
圃看板の設置

-ノ《トロールの体制

スケジュール

.平成23年12月~平成24年1月
圃実施団体アンケート

.平成24年2月(第1固定例会前段)

.条例改正案(委員会案)確定

圃平成24年2月-..5月
.検察協議

.平成24年5月(第2固定例会)

.上程
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平成 23年 12 月 12 日

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会資料

「罰金Jと「過料Jの相違点

過料〈行政処分〉 罰金(刑事処分〉

比較的軽い違反行為に苅する軽い制裁 比較的重い違反行為に対する，重い制裁

例〉市民税の不申告，手数料や使用料の不正 例〉不法投棄，有害物質を含んだ汚水の放流

な不払いなど など

①市長が賦課決定 ①警察が検挙

②検察が起訴，裁判により賦課

②市が納{寸書を発行 (50万円以下は裁判所の略式命令。

未成年者は家庭裁判所の審判)

③支払わない揚合，市が税金と同様に滞納 ③罰金を支払わない揚合皐柄を拘束

処分をする (労役揚留置〉

④逮捕できない ④逮捕になる

⑤前科にならない ⑤前科になる

⑥ 14歳未満でち課することができる ⑥ 14歳未満には課すことができない

⑦ 5万円以下
⑦ 1万円以上(1，000円以上 1万円未満の

刑罰として科料がある〉

※新潟市ホームページより引用



横浜市会 温暖化対策・環境創造・資源循環常任委員会

平成 23年 12 月 12 日

温暖化対策・環境創造・資源循環委員会資料

資源物持ち去りに対する市民アンケー卜〈案)

平成23年 12月

横浜市では、市民の皆さんが分別し集積所に出された新聞・古紙や空き缶などの

資源物を、市の指定業者以外の者が無断で持ち去る、「持ち去り行為」が多発してい

ます。

横浜市は中期4か年計画で古紙の集団回収 100%を目指していますが、持ち去

り行為があると、町内会や子供会などの実施団体、また、資源回収業者双方に奨励金

が交付されなくなるばかりか、横浜市が循環型社会を目指すうえで、市民の皆さんが

自主的に行う回収活動に大きな支障をきたします。

そこで、横浜市会の常任委員会である温暖化対策・環境創造・資源循環員会では、

委員会として持ち去り対策条例を提案すベく条例案の検討を開始しています。つきま

しては、広く関係者の皆様からご意見をいただきたく、資源物持ち去りに対するアン

ケートにご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

く持ち去り行掲について〉

1、あなたの地域(または回収地域)では、市の指定業者以外の者が無断で資源物を

持ち去るいわゆる「持ち去り行為」が行われていますか? (1つを選択)

A、行われている

(区名

日、行われていない C、分からない

2、持ち去り行為で迷惑していること、また問題点は何ですか? (自由回答)

<持ち去り対策について〉

1、現在、当委員会では「持ち去り行為」について、刑事処分として扱われる罰金の

適用を視野に検討をしています。あなたは、持ち去り行為を防ぐための罰金処分の適

用についてどう思いますか? (1つを選択)

A、望ましい B、望ましくない C、分からない

2、その理由はなんですか? (自由回答)

FAX送信先 :045-000-0000 lご協力…ーまし た!




